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再雇用者の制度改正を！
「不合理ではない」
「ガイドラインであり法改正はない」
「これまでの判例をアップデートする改正」
「業務内容は同じであるとは認識している」
「転勤の範囲が違うものである」
「６割水準なんて許せないものである！！」

契約社員の賃金改善を！
「現行の各種制度を変更する考えはない」
「無期雇用契約転換後の労働条件や業務内容等、
基本的に有期雇用時と同様である」

「契約社員も同じ働く貴重な仲間である！」
「バリアフリーを含めた職場環境改善が必要である！」
「重要な課題であるとは受け止める」

期末手当改善を！
「生活の見通しを考えて年間臨給で回答したい」
「今後何があっても一切見直しはしない」
「会社としても望ましくないと認識している」

社員同様に期末手当を！
「性格が違うものである」
「同じ仕事をしているわけである」
「課題としては受け止める」
「受け止めたというなら努力を見せるべきである」


